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告告 示示

サービスの

種 類

指 定

年月日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス
事 業 者

指 定 居 宅 サ ー ビ ス
事 業 所

介 護 保

険 事 業

所 番 号
主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

訪問看護平成22年６月１日宮崎県宮崎市塩路
319番地４

特定非営利活動法
人ひなたぼっこの
会

宮崎県宮崎市塩路
319番地４

訪問看護ステーシ
ョン四本松

4560190318

訪問看護平成22年６月１日東京都港区東麻布
１－28－13日通商
事麻布ビル３Ｆ

株式会社アルテデ
ィア

宮崎県宮崎市吉村
町浮之城甲16－１

ヒーリングライフ
宮崎

4560190326

訪問介護平成22年６月１日宮崎県宮崎市下北
方町井手下北45番

株式会社聖視宮崎県宮崎市大淀
４丁目３番20号

訪問介護ステーシ
ョン大淀まごころ

4570105256
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地１

通所介護平成22年６月１日宮崎県宮崎市大島
町天神前1175番地
３

宮崎医療生活協同
組合

宮崎県宮崎市和知
川原２丁目25番地
１

デイサービス和知
川原

4570105264

特定施設入居者
生活介護

平成22年６月１日宮崎県宮崎市加江
田4514－２

社会福祉法人愛鍼
福祉会

宮崎県宮崎市加江
田4514－２

ケアハウス・エバ
グリーン

4570105272

訪問介護平成22年６月１日宮崎県宮崎市青島
一丁目10番27号

株式会社シルバー
リゾート青島

宮崎県宮崎市青島
一丁目10番27号

ヘルパーセンター
ささえ

4570105306

通所介護平成22年６月１日宮崎県宮崎市青島
一丁目10番27号

株式会社シルバー
リゾート青島

宮崎県宮崎市青島
一丁目10番27号

デイサービスセン
ターえがお

4570105314

通所介護平成22年６月１日宮崎県宮崎市高岡
町飯田 254

医療法人社団にし
ぞの内科

宮崎県宮崎市高岡
町飯田字萩ノ窪 1
49－１

医療法人社団にし
ぞの内科デイサー
ビスセンター桂

4570105322

訪問介護平成22年６月１日宮崎県串間市西方
3912番１

株式会社ライフサ
ポート

宮崎県串間市西方
3901番３

ヘルパーステーシ
ョン稲の穂

4570700353

通所介護平成22年６月１日宮崎県児湯郡高鍋
町北高鍋 763番地
１

株式会社博愛宮崎県児湯郡高鍋
町北高鍋 763番地
１

デイサービスほお
のき

4572001032

訪問介護平成22年６月２日宮崎県宮崎市佐土
原町下田島83番地

株式会社エリア宮
崎

宮崎県宮崎市佐土
原町下田島 12219
－ 136

ヘルパーステーシ
ョン エリア宮崎

4570105280

通所介護平成22年６月７日宮崎県延岡市山下
町２丁目3998番地
115

有限会社エー・エ
ス

宮崎県延岡市幸町
１丁目５８番地

デイサービスセン
ター 「なないろ
」

4570301699

訪問介護平成22年６月８日宮崎県西都市三宅
2895番地16

合同会社ポラリス宮崎県西都市三宅
2895番地16

ヘルパーステーシ
ョン陽だまりハウ
ス和音

4570800435

通所介護平成22年６月14日宮崎県宮崎市永楽
町 193番地１

株式会社ファミリ
ーハウス

宮崎県宮崎市永楽
町 193番地１

リハビリデイサー
ビスファミリーハ
ウス

4570105330

通所介護平成22年６月15日東京都港区東麻布
１－28－１３日通商
事麻布ビル３F

株式会社アルテデ
ィア

宮崎県宮崎市吉村
町浮之城甲16－１

デイサービスセン
ター憩いの広場

4570105348

宮崎県告示第 482号

介護保険法（平成９年法律第 123号）第46条第１項本文の規定に

より、次のとおり指定居宅介護支援事業者の指定をした。

平成22年７月26日

宮崎県知事 東国原 英 夫

サービスの

種 類

指 定

年月日

指 定 居 宅 介 護 支 援
事 業 者

指 定 居 宅 介 護 支 援
事 業 所

介 護 保

険 事 業

所 番 号
主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

居宅介護支援平成22年６月１日宮崎県宮崎市青島
一丁目10番27号

株式会社シルバー
リゾート青島

宮崎県宮崎市青島
一丁目10番27号

ケアプランセンタ
ーいしずえ

4570105298

宮崎県告示第 483号

介護保険法（平成９年法律第 123号）第53条第１項本文の規定に

より、次のとおり指定介護予防サービス事業者の指定をした。

平成22年７月26日

宮崎県知事 東国原 英 夫

サービスの

種 類

指 定

年月日

指 定 介 護 予 防
サ ー ビ ス 事 業 者

指 定 介 護 予 防
サ ー ビ ス 事 業 所

介 護 保

険 事 業

所 番 号
主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

介護予防訪問看平成22年６月１日宮崎県宮崎市塩路特定非営利活動法宮崎県宮崎市塩路訪問看護ステーシ4560190318
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護319番地４人ひなたぼっこの
会

319番地４ョン四本松

介護予防訪問看
護

平成22年６月１日東京都港区東麻布
１－28－13日通商
事麻布ビル３Ｆ

株式会社アルテデ
ィア

宮崎県宮崎市吉村
町浮之城甲16－１

ヒーリングライフ
宮崎

4560190326

介護予防訪問介
護

平成22年６月１日宮崎県宮崎市下北
方町井手下北45番
地１

株式会社聖視宮崎県宮崎市大淀
４丁目３番20号

訪問介護ステーシ
ョン大淀まごころ

4570105256

介護予防通所介
護

平成22年６月１日宮崎県宮崎市大島
町天神前1175番地
３

宮崎医療生活協同
組合

宮崎県宮崎市和知
川原２丁目25番地
１

デイサービス和知
川原

4570105264

介護予防特定施
設入居者生活介
護

平成22年６月１日宮崎県宮崎市加江
田4514－２

社会福祉法人愛鍼
福祉会

宮崎県宮崎市加江
田4514－２

ケアハウス・エバ
グリーン

4570105272

介護予防通所介
護

平成22年６月１日宮崎県宮崎市高岡
町飯田 254

医療法人社団にし
ぞの内科

宮崎県宮崎市高岡
町飯田字萩ノ窪 1
49－１

医療法人社団にし
ぞの内科デイサー
ビスセンター桂

4570105322

介護予防訪問介
護

平成22年６月１日宮崎県串間市西方
3912番１

株式会社ライフサ
ポート

宮崎県串間市西方
3901番３

ヘルパーステーシ
ョン稲の穂

4570700353

介護予防通所介
護

平成22年６月１日宮崎県児湯郡高鍋
町北高鍋 763番地
１

株式会社博愛宮崎県児湯郡高鍋
町北高鍋 763番地
１

デイサービスほお
のき

4572001032

介護予防訪問介
護

平成22年６月２日宮崎県宮崎市佐土
原町下田島83番地

株式会社エリア宮
崎

宮崎県宮崎市佐土
原町下田島 12219
－ 136

ヘルパーステーシ
ョン エリア宮崎

4570105280

介護予防訪問介
護

平成22年６月８日宮崎県西都市三宅
2895番地16

合同会社ポラリス宮崎県西都市三宅
2895番地16

ヘルパーステーシ
ョン陽だまりハウ
ス和音

4570800435

介護予防通所介
護

平成22年６月14日宮崎県宮崎市永楽
町 193番地１

株式会社ファミリ
ーハウス

宮崎県宮崎市永楽
町 193番地１

リハビリデイサー
ビスファミリーハ
ウス

4570105330

介護予防通所介
護

平成22年６月15日東京都港区東麻布
１－28－13日通商
事麻布ビル３Ｆ

株式会社アルテデ
ィア

宮崎県宮崎市吉村
町浮之城甲16－１

デイサービスセン
ター憩いの広場

4570105348

宮崎県告示第 484号

介護保険法（平成９年法律第 123号）第75条の規定により、指定

居宅サービス事業所の名称又は所在地の変更について次のとおり届

出があった。

平成22年７月26日

宮崎県知事 東国原 英 夫

サービスの

種 類

変 更

年月日

変 更 後変 更 前介 護 保

険 事 業

所 番 号 所 在 地名 称所 在 地名 称

訪問介護平成22年５月１日宮崎県東臼杵郡門
川町加草1629番地

夢くらぶ24介護福
祉サービス

宮崎県東臼杵郡門
川町加草５丁目52
番地

夢くらぶ24介護福
祉サービス

4572100792

宮崎県告示第 485号

介護保険法（平成９年法律第 123号）第75条の規定により、指定

居宅サービス事業の廃止について次のとおり届出があった。

平成22年７月26日

宮崎県知事 東国原 英 夫
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サービスの

種 類

変 更

年月日

変 更 後変 更 前介 護 保

険 事 業

所 番 号 所 在 地名 称所 在 地名 称

特定福祉用具販
売

平成22年６月14日宮崎県串間市寺里
２－８－９

有限会社セブンプ
ラザかいでんき

宮崎県串間市寺里
２－８－９

有限会社セブンプ
ラザかいでんき

4570700205

福祉用具貸与平成22年６月15日宮崎県小林市野尻
町東麓1255番地イ

有限会社サカモト宮崎県小林市野尻
町東麓1255番地イ

有限会社サカモト
介護保険指定事業
所

4571800327

宮崎県告示第 486号

介護保険法（平成９年法律第 123号）第82条の規定により、指定

居宅介護支援事業の廃止について次のとおり届出があった。

平成22年７月26日

宮崎県知事 東国原 英 夫

サービスの

種 類

廃 止

年月日

指 定 居 宅 介 護 支 援
事 業 者

指 定 居 宅 介 護 支 援
事 業 所

介 護 保

険 事 業

所 番 号
主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

居宅介護支援平成22年６月30日宮崎県都城市松元
町４街区17号

社会福祉法人都城
市社会福祉協議会

宮崎県都城市山之
口町花木2667番地
２

都城市社会福祉協
議会山之口指定居
宅介護支援事業所

4571700014

居宅介護支援平成22年６月30日宮崎県都城市松元
町４街区17号

社会福祉法人都城
市社会福祉協議会

宮崎県都城市山田
町山田4319－２

都城市社会福祉協
議会山田指定居宅
介護支援事業所

4571700113

宮崎県告示第 487号

介護保険法（平成９年法律第 123号）第 115条の５の規定により

、指定介護予防サービス事業所の名称又は所在地の変更について次

のとおり届出があった。

平成22年７月26日

宮崎県知事 東国原 英 夫

サービスの

種 類

変 更

年月日

変 更 後変 更 前介 護 保

険 事 業

所 番 号 所 在 地名 称所 在 地名 称

介護予防訪問介
護

平成22年５月１日宮崎県東臼杵郡門
川町加草1629番地

夢くらぶ24介護福
祉サービス

宮崎県東臼杵郡門
川町加草５丁目52
番地

夢くらぶ24介護福
祉サービス

4572100792

宮崎県告示第 488号

介護保険法（平成９年法律第 123号）第 115条の５の規定により

、指定介護予防サービス事業所の廃止について次のとおり届出があ

った。

平成22年７月26日

宮崎県知事 東国原 英 夫

サービスの

種 類

廃 止

年月日

指 定 介 護 予 防
サ ー ビ ス 事 業 者

指 定 介 護 予 防
サ ー ビ ス 事 業 所

介 護 保

険 事 業

所 番 号
主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

介護予防福祉用
具貸与

平成22年６月14日宮崎県串間市寺里
２－８－９

有限会社セブンプ
ラザかいでんき

宮崎県串間市寺里
２－８－９

有限会社セブンプ
ラザかいでんき

4570700205

特定介護予防福平成22年６月14日宮崎県串間市寺里有限会社セブンプ宮崎県串間市寺里有限会社セブンプ4570700205
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サービスの

種 類

指 定

年月日

指 定 障 害 福 祉
サ ー ビ ス 事 業 者

指 定 障 害 福 祉
サ ー ビ ス 事 業 所事 業 所

番 号 主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

生活介護、就労
移行支援、就労
継続支援Ｂ型

平成22年４月１日宮崎市原町２番22
号

社会福祉法人宮崎
県社会福祉事業団

延岡市櫛津町3427
番４

知的障害児・者支
援施設ひかり学園

4510300389

就労移行支援平成22年４月１日日向市大字財光寺
字池1565番地２

社会福祉法人浩和
会

日向市大字財光寺
字池1565番地２

知的障害者更生施
設白浜学園

4510600093

短期入所平成22年４月１日西都市大字三宅28

95番地16
合同会社ポラリス西都市大字三宅28

95番地16
陽だまりハウス和
音

4510800123

就労継続支援Ａ
型

平成22年４月１日北諸県郡三股町蓼
池3653番地６

特定非営利活動法
人笑福会

北諸県郡三股町蓼
池4236番地２

えがおの里4511700116

生活介護、就労
継続支援Ｂ型

平成22年５月１日都城市蓑原町1656
番地１

社会福祉法人博愛
会

都城市蓑原町1656
番地１

デイステーション
ぷらむはうす

4510200530

居宅介護、重度
訪問介護

平成22年５月１日都城市南鷹尾町13
街区２号

社会福祉法人キャ
ンバスの会

都城市久保原町16
街区16号

居宅介護支援事業
所キャンバス

4510200308

共同生活介護、
共同生活援助

平成22年５月１日都城市南鷹尾町13
街区２号

社会福祉法人キャ
ンバスの会

都城市南鷹尾町13
街区２号

共同生活事業所キ
ャンバス

4520200546

共同生活介護、
共同生活援助

平成22年５月１日西臼杵郡高千穂町
大字岩戸1065番地
１

特定非営利活動法
人天岩戸友愛会

西臼杵郡高千穂町
大字三田井1100番
地２

つよし荘4522220021

就労継続支援Ｂ
型

平成22年６月１日日向市富高6522番
地

社会福祉法人風舎日向市富高6522番
地

風舎4510600259

宮崎県告示第 490号

障害者自立支援法（平成17年法律第 123号）第29条第１項の規定

により、次のとおり指定障害者支援施設の指定をした。

平成22年７月26日

宮崎県知事 東国原 英 夫

指定年月日

指定障害者支援施設の設置者指 定 障 害 者 支 援 施 設
事 業 所

番 号 主 た る 事 務
所 の 所 在 地

名 称所 在 地名 称

平成22年５月１日都城市蓑原町1656番地
１

社会福祉法人博愛会都城市蓑原町1656番地
１

障害者支援施設みどり
園

4510200266

宮崎県告示第 491号

障害者自立支援法（平成17年法律第 123号）第32条第１項の規定

により、次のとおり指定相談支援事業者の指定をした。

平成22年７月26日

宮崎県知事 東国原 英 夫

祉用具販売２－８－９ラザかいでんき２－８－９ラザかいでんき

宮崎県告示第 489号

障害者自立支援法（平成17年法律第 123号）第29条第１項の規定

により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者の指定をした。

平成22年７月26日

宮崎県知事 東国原 英 夫
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変更年月日

指 定 相 談 支 援 事 業 者指 定 相 談 支 援 事 業 所
事 業 所

番 号 主 た る 事 務
所 の 所 在 地

名 称所 在 地名 称

平成22年４月１日日南市中央通１丁目１
番地２

社会福祉法人日南市社
会福祉協議会

日南市中央通１丁目１
番地２

相談支援事業所「すみ
れ」

4530400169

平成22年４月１日児湯郡高鍋町大字北高
鍋4585番地

企業組合樹の実ケアス
テーション

児湯郡高鍋町大字北高
鍋4585番地

相談支援事業所このみ4532050087

平成22年４月１日児湯郡川南町大字川南
19403番地４

特定非営利活動法人ネ
ットワーク福祉会

児湯郡川南町大字川南
19403番地４

特定非営利活動法人ネ
ットワーク福祉会
グリーンハート川南

4532050095

平成22年４月１日東臼杵郡門川町西栄町
３丁目２番地12

株式会社萬葉東臼杵郡門川町西栄町
３丁目２番地12

相談支援事業所はなは
な

4532140078

平成22年５月１日都城市南鷹尾町13街区
２号

社会福祉法人キャンバ
スの会

都城市南鷹尾町13街区
２号

相談支援事業所キャン
バス

4530200528

宮崎県告示第 492号

障害者自立支援法（平成17年法律第 123号）第46条第１項の規定

により、指定障害福祉サービス事業所の名称又は所在地の変更につ

いて次のとおり届出があった。

平成22年７月26日

宮崎県知事 東国原 英 夫

変 更

年 月 日

名称又は所在地
指 定 障 害 福 祉
サ ー ビ ス 事 業 者

指 定 障 害 福 祉
サ ー ビ ス 事 業 所事 業 所

番 号
変更後変更前

主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

平成22年
４月１日

知的障害児・者
支援施設ひかり
学園（延岡市櫛
津町3427番地４
）

知的障害児施設
ひかり学園（延
岡市櫛津町3427
番地）

宮崎市原町２番
22号

社会福祉法人宮
崎県社会福祉事
業団

延岡市櫛津町34
27番地４

知的障害児・者
支援施設ひかり
学園

4530300302

平成22年
４月６日

都城市平塚町31
85番地７

都城市平塚町31
83番地６

都城市平塚町31
83番地６

株式会社笑顔都城市平塚町31
85番地７

訪問介護ステー
ション 笑顔

4510200373

平成22年
４月６日

小林市堤2916番
地５

小林市大字細野
1892番地５

小林市大字細野
1892番地５

株式会社川野ソ
ーシャルワーク
オフィス

小林市堤2916番
地５

本町ヘルパーセ
ンター

4510500129

平成22年
４月28日

延岡市安賀多町
２丁目２番３号

延岡市三ツ瀬町
１丁目12番地４
延岡市社会福
祉センター内

延岡市安賀多町
２丁目２番３号

特定非営利活動
法人延岡市しょ
うがい者大輪の
会

延岡市安賀多町
２丁目２番３号

特定非営利活動
法人延岡市しょ
うがい者大輪の
会

4510300256

平成22年
５月１日

東臼杵郡門川町
加草1629番地

東臼杵郡門川町
加草５丁目52番
地

東臼杵郡門川町
加草1629番地

特定非営利活動
法人夢くらぶ

東臼杵郡門川町
加草1629番地

夢くらぶ24介護
福祉サービス

4512100068

宮崎県告示第 493号

障害者自立支援法（平成17年法律第 123号）第46条第１項の規定

により、指定相談支援事業所の名称又は所在地の変更について次の

とおり届出があった。

平成22年７月26日

宮崎県知事 東国原 英 夫

変 更

年 月 日

名称又は所在地指定相談支援事業者指定相談支援事業所
事 業 所

番 号
変更後変更前

主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

平成22年
４月１日

知的障害児・者
支援施設ひかり
学園（延岡市櫛

知的障害児施設
ひかり学園（延
岡市櫛津町3427

宮崎市原町２番
22号

社会福祉法人宮
崎県社会福祉事
業団

延岡市櫛津町34
27番地４

知的障害児・者
支援施設ひかり
学園

4530300302
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サービスの

種 類

廃 止

年月日

指 定 障 害 福 祉
サ ー ビ ス 事 業 者

指 定 障 害 福 祉
サ ー ビ ス 事 業 所事 業 所

番 号 主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

自立訓練（生活
訓練）

平成22年４月１日日南市大字益安10
25番地８

社会福祉法人にち
なん会

日南市大字益安10
25番地８

知的障害者通所授
産施設おおぞら園

4510400080

共同生活介護、
共同生活援助

平成22年４月30日都城市久保原町16
街区16号

特定非営利活動法
人キャンバスの会

都城市久保原町16
街区16号

共同生活事業所キ
ャンバス

4520200033

宮崎県個人情報保護条例（平成14年宮崎県条例第41号）第52条の

規定により、平成21年度における各実施機関の個人情報保護制度の

運用状況を次のとおり公表する。

平成22年７月26日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 保有個人情報の開示請求の状況

茨 書面による開示請求

ア 書面による開示請求の処理状況

（注１）１件の開示請求につき、当該請求の内容により複数の保有

個人情報が対象となり、それぞれの保有個人情報について決

定が行われた例があるため、請求書受付件数と決定等の件数

は一致しない。

（注２）決定等の内訳の不存在とは、保有個人情報の不存在を理由

に不開示の決定を行ったものをいう。

イ 実施機関別の処理状況

公公 告告

決 定 等 の 内 訳
決定

等の

件数

実施機関
取

下

げ

却

下

不

存

在

不

開

示

部
分
開
示

開

示

０００００００議 会

０００００１１県 民 政 策 部

０００００００総 務 部

決 定 等 の 内 訳
決定等

の件数

請求書

受 付

件 数

取

下

げ

却

下

不

存

在

不

開

示

部
分
開
示

開

示

００１０４101514

０００００１１福 祉 保 健 部知

事

０００００００環 境 森 林 部

０００００００商工観光労働部

００００１１２農 政 水 産 部

０００００００県 土 整 備 部

０００００００会 計 管 理 局

００００１３４小 計

０００００４４教 育 委 員 会

０００００２２選 挙 管 理 委 員 会

０００００１１人 事 委 員 会

０００００００監 査 委 員

０００００００公 安 委 員 会

００００３０３警 察 本 部 長

０００００００労 働 委 員 会

０００００００収 用 委 員 会

０００００００海区漁業調整委員会

０００００００内水面漁場管理委員会

０００００００公 営 企 業 管 理 者

宮崎県告示第 494号

障害者自立支援法（平成17年法律第 123号）第46条第１項の規定

により、指定障害福祉サービス事業の廃止について次のとおり届出

があった。

平成22年７月26日

宮崎県知事 東国原 英 夫

津町3427番地４
）

番地）
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芋 口頭による開示請求（簡易開示）の実施状況

（注）簡易開示については、実施機関があらかじめ口頭により開

示請求をすることができる保有個人情報を定め告示したもの

が対象となるが、現在において当該保有個人情報は、各実施

機関が実施する採用試験や資格試験などの各種試験の結果の

みである。

２ 保有個人情報の訂正請求の状況

該当なし

３ 保有個人情報の利用停止請求の状況

該当なし

４ 不服申立ての件数

０件

公の施設に関する条例（昭和39年宮崎県条例第７号）第10条の２

の規定により、宮崎県営国民宿舎えびの高原荘及び宮崎県営えびの

高原スポーツレクリエーション施設の指定管理者の指定の申請の手

続について次のとおり公表する。

平成22年７月26日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 指定管理者が管理を行う公の施設の名称、所在地及び設置目的

次に掲げる公の施設の管理は、指定管理者に指定された一の法

人その他の団体がこれらの施設を一体として行うものとする。

２ 指定期間

平成23年４月１日から平成28年３月31日までとする。ただし、

この期間において、管理を継続することが適当でないと認められ

るときは、指定管理者の指定を取り消すことがある。

３ 指定管理者の業務

茨 県営国民宿舎えびの高原荘及び県営えびの高原スポーツレク

リエーション施設（以下「えびの高原施設」という。）の利用

に関する業務

芋 えびの高原施設の維持及び保全に関する業務

鰯 えびの高原施設に係る事業計画、決算等の業務

允 その他宮崎県営国民宿舎えびの高原荘・宮崎県営えびの高原

スポーツレクリエーション施設指定管理者募集要領（以下「募

集要領」という。）で定める業務

４ 指定管理者が行う管理の基準

公の施設に関する条例第10条の４並びに宮崎県営国民宿舎管理

規則（平成17年宮崎県規則第74号）第11条及び県営えびの高原ス

ポーツレクリエーション施設管理規則（平成17年宮崎県規則第73

号）第11条に規定する管理の基準による。

５ 指定管理者の指定方法

設 置 目 的所 在 地名 称

国民の健全なレクリエ

ーションと健康増進に

資するための施設

宮崎県えびの市大

字末永 1，489番地

宮崎県営国民宿舎

えびの高原荘

県民の健全なスポーツ

レクリエーションと体

力の向上に資するとと

もに、国立公園の利用

促進と本県観光の振興

に寄与するための施設

宮崎県営えびの高

原スポーツレクリ

エーション施設

００１０００１病 院 事 業 管 理 者

００１０４1015合 計

開 示

件 数

該 当

試験数
実施機関

００議 会

００県 民 政 策 部

知

事

０２総 務 部

8017福 祉 保 健 部

０２環 境 森 林 部

13６商工観光労働部

０６農 政 水 産 部

０１県 土 整 備 部

００会 計 管 理 局

9334小 計

686４教 育 委 員 会

００選 挙 管 理 委 員 会

23613人 事 委 員 会

００監 査 委 員

００公 安 委 員 会

００警 察 本 部 長

００労 働 委 員 会

００収 用 委 員 会

００海区漁業調整委員会

００内水面漁場管理委員会

００公 営 企 業 管 理 者

００病 院 事 業 管 理 者

1,01551合 計



宮 崎 県 公 報 平成 22年 ７ 月 26日（月曜日） 第 2203号

害 9害

知事は、申請のあったものの中から、指定管理者候補者を選定

し、議会の議決を経て指定管理者を指定する。

６ 指定管理者指定の申請に必要な資格

茨 宮崎県内に事業所又は事務所を有する、又は設置しようとす

る法人その他の団体（以下「団体」という。）であること。

芋 法人にあっては、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）

第 167条の４第２項各号のいずれにも該当しない者であること

。

鰯 宮崎県が発注する建設工事の請負又は物品の購入若しくは製

造の請負等の契約に係る競争入札において、入札参加資格停止

又は指名停止の措置を受けていないこと。

允 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 244条の２第11項の規

定による指定の取消しを受けた事実がある者にあっては、当該

処分の日から起算して２年を経過している者であること。

印 会社更生法（平成14年法律第 154号）の規定に基づく更生手

続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第 225号）の規

定に基づく再生手続開始の申立ての事実がある者にあっては、

当該申立てに基づく更生手続開始の決定又は再生手続開始の決

定を受けていること。

咽 団体の役員に破産者、法律行為を行う能力を有しない者又は

禁錮以上の刑に処せられている者がいないこと。

員 団体の役員又は経営に事実上参加している者に、暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）

第２条第２号に規定する暴力団の関係者又はその暴力団の関係

者と密接な関係を有する者がいないこと。

因 国税及び地方税の滞納がないこと。

７ 指定管理者候補者の選定に係る審査基準

茨 利用者の平等な利用が確保されていること｡

芋 事業計画の内容が、えびの高原施設の効用を最大限に発揮す

るものであること。

鰯 事業計画の内容が、えびの高原施設の管理に係る経費の削減

が図られるものであること。

允 事業計画の内容を確実に実施するために必要な経理的基礎及

び管理に関する能力を有するものであること。

印 事業計画の内容が、地域への貢献及び地域との連携を考慮し

たものであること。

８ 指定管理者候補者の選定方法

提出された指定管理者指定申請書及び募集要領で定める書類等

により申請資格の審査を行った上で、別に設置する宮崎県営国民

宿舎等指定管理者候補者選定委員会が審査を行い、指定管理者候

補者を選定するものとする。

９ 募集要領の配布場所及び請求先並びに配布期間

茨 配布場所及び請求先 宮崎県商工観光労働部観光推進課総務

計画担当 宮崎県宮崎市橘通東２丁目10番１号 郵便番号 880

－8501 電話番号0985（26）7104

芋 配布期間 平成22年７月28日から平成22年９月27日まで（土

曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前８時30分から午後５時

まで

10 指定管理者指定申請書等の提出方法及び提出期間

茨 提出方法 指定管理者指定申請書に募集要領で定める書類を

添付し、提出先に持参又は郵送すること（郵便にあっては、書

留郵便に限るものとし、提出期間内に必着のこと。）。

芋 提出期間 平成22年９月13日から平成22年９月27日まで（土

曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前８時30分から午後５時

まで

11 指定管理者指定申請書等の提出先及び問い合わせ先

宮崎県商工観光労働部観光推進課総務計画担当 宮崎県宮崎市

橘通東２丁目10番１号 郵便番号 880－8501 電話番号0985（26

）7104

12 その他

この募集に関する詳細は、募集要領による。

公の施設に関する条例（昭和39年宮崎県条例第７号）第10条の２

の規定により、宮崎県営国民宿舎高千穂荘の指定管理者の指定の申

請の手続について次のとおり公表する。

平成22年７月26日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 指定管理者が管理を行う公の施設の名称、所在地及び設置目的

茨 名称 宮崎県営国民宿舎高千穂荘（以下「高千穂荘」という

。）

芋 所在地 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井字御塩井 1，037

番地の４

鰯 設置目的 国民の健全なレクリエーションと健康増進に資す

るための施設

２ 指定期間

平成23年４月１日から平成28年３月31日までとする。ただし、

この期間において、管理を継続することが適当でないと認められ

るときは、指定管理者の指定を取り消すことがある。

３ 指定管理者の業務

茨 高千穂荘の利用に関する業務

芋 高千穂荘の維持及び保全に関する業務

鰯 高千穂荘に係る事業計画及び決算等の業務

允 その他宮崎県営国民宿舎高千穂荘指定管理者募集要領（以下

「募集要領」という。）で定める業務

４ 指定管理者が行う管理の基準

公の施設に関する条例第10条の４及び宮崎県営国民宿舎管理規

則（平成17年宮崎県規則第74号）第11条に規定する管理の基準に

よる。

５ 指定管理者の指定方法

知事は、申請のあったものの中から、指定管理者候補者を選定

し、議会の議決を経て指定管理者を指定する。

６ 指定管理者指定の申請に必要な資格

茨 宮崎県内に事業所又は事務所を有する、又は設置しようとす

る法人その他の団体（以下「団体」という。）であること。

芋 法人にあっては、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）

第 167条の４第２項各号のいずれにも該当しない者であること

。

鰯 宮崎県が発注する建設工事の請負又は物品の購入若しくは製

造の請負等の契約に係る競争入札において、入札参加資格停止

又は指名停止の措置を受けていないこと。

允 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 244条の２第11項の規

定による指定の取消しを受けた事実がある者にあっては、当該

処分の日から起算して２年を経過している者であること。

印 会社更生法（平成14年法律第 154号）の規定に基づく更生手

続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第 225号）の規

定に基づく再生手続開始の申立ての事実がある者にあっては、

当該申立てに基づく更生手続開始の決定又は再生手続開始の決

定を受けていること。
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咽 団体の役員に破産者、法律行為を行う能力を有しない者又は

禁錮以上の刑に処せられている者がいないこと。

員 団体の役員又は経営に事実上参加している者に、暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）

第２条第２号に規定する暴力団の関係者又はその暴力団の関係

者と密接な関係を有する者がいないこと。

因 国税及び地方税の滞納がないこと。

７ 指定管理者候補者の選定に係る審査基準

茨 利用者の平等な利用が確保されていること。

芋 事業計画の内容が、高千穂荘の効用を最大限に発揮するもの

であること。

鰯 事業計画の内容が、高千穂荘の管理に係る経費の削減が図ら

れるものであること。

允 事業計画の内容を確実に実施するために必要な経理的基礎及

び管理に関する能力を有するものであること。

印 事業計画の内容が、地域への貢献及び地域との連携を考慮し

たものであること。

８ 指定管理者候補者の選定方法

提出された指定管理者指定申請書及び募集要領で定める書類等

により申請資格の審査を行った上で、別に設置する宮崎県営国民

宿舎等指定管理者候補者選定委員会が審査を行い、指定管理者候

補者を選定するものとする。

９ 募集要領の配布場所及び請求先並びに配布期間

茨 配布場所及び請求先 宮崎県商工観光労働部観光推進課総務

計画担当 宮崎県宮崎市橘通東２丁目10番１号 郵便番号 880

－8501 電話番号0985（26）7104

芋 配布期間 平成22年７月28日から平成22年９月27日まで（土

曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前８時30分から午後５時

まで

10 指定管理者指定申請書等の提出方法及び提出期間

茨 提出方法 指定管理者指定申請書に募集要領で定める書類を

添付し、提出先に持参又は郵送すること（郵便にあっては、書

留郵便に限るものとし、提出期間内に必着のこと。）。

芋 提出期間 平成22年９月13日から平成22年９月27日まで（土

曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前８時30分から午後５時

まで

11 指定管理者指定申請書等の提出先及び問い合わせ先

宮崎県商工観光労働部観光推進課総務計画担当 宮崎県宮崎市

橘通東２丁目10番１号 郵便番号 880－8501 電話番号0985（26

）7104

12 その他

この募集に関する詳細は、募集要領による。

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、宮王丸土地改良区（国富町）の役員の就任及び退任について次の

とおり届出があった。

平成22年７月26日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 就任した役員

（任期：平成24年３月31日まで）

２ 退任した役員

住 所氏 名役名

国富町大字宮王丸 410番地郡 典 満理 事

住 所氏 名役名

国富町大字宮王丸 427番地イ郡 一 利理 事

国富町大字宮王丸 448番地郡 政 盛理 事

国富町大字宮王丸 574番地享 保 吉 治理 事

国富町大字宮王丸 386番地１鶴 田 俊 則理 事

国富町大字宮王丸 496番地３郡 貴 淑理 事

国富町大字宮王丸 342番地１郡 弘理 事

国富町大字宮王丸 346番地長 嶺 一 夫理 事

国富町大字宮王丸 294番地２吉 野 秀 子理 事

国富町大字本庄2439番地１赤 星 宗 應理 事

国富町大字本庄 941番地鈴 木 益 夫理 事

国富町大字宮王丸 438番地服 部 宗 行監 事

国富町大字宮王丸 260番地長 嶺 仁 英監 事

国富町大字宮王丸 405番地２郡 行 俊監 事

国富町大字宮王丸 575番地郡 康 人理 事

国富町大字宮王丸 273番地池 田 早 人理 事

国富町大字宮王丸 509番地郡 義 富理 事

国富町大字宮王丸 491番地５木 戸 豊理 事

国富町大字宮王丸 388番地郡 秀 明理 事

国富町大字宮王丸 335番地１長 峰 策 夫理 事

国富町大字宮王丸 291番地２郡 和 市理 事

国富町大字本庄2527番地４横 山 泰 文理 事

国富町大字本庄 916番地２鈴 木 孝 雄理 事

国富町大字宮王丸 438番地服 部 宗 行監 事

国富町大字宮王丸 405番地２郡 行 俊監 事

国富町大字宮王丸 427番地イ郡 一 利監 事
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土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、下本庄土地改良区（国富町）の役員の就任及び退任について次の

とおり届出があった。

平成22年７月26日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 就任した役員

（任期：平成24年３月31日まで）

２ 退任した役員

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、一ツ瀬川土地改良区（西都市）の役員の就任及び退任について次

のとおり届出があった。

平成22年７月26日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 就任した役員

住 所氏 名役名

西都市大字穂北1942番地イ杉 田 正 孝理 事

西都市大字三宅8900番地緒 方 一 美理 事

西都市大字茶臼原 438番地池 田 洋 文理 事

西都市大字三宅3227番地１児 玉 忠理 事

高鍋町大字上江2420番地赤 澤 英 徳理 事

高鍋町大字上江6646番地３大 谷 昇理 事

高鍋町大字上江2703番地４黒 木 秀 也理 事

高鍋町大字南高鍋8730番地緒 方 博 俊理 事

新富町大字日置1566番地大 坪 鉄 夫理 事

新富町大字新田8386番地児 玉 佳 之理 事

新富町大字新田 15181番地１高 山 幸 男理 事

新富町大字新田 16925番地11安 藝 眞 充理 事

新富町大字三納代1234番地黒 木 義 博理 事

新富町大字日置1666番地２荒 木 孝 男理 事

木城町大字川原1250番地黒 木 泰 三理 事

木城町大字椎木1793番地１関 谷 幸 市理 事

木城町大字椎木 268番地山 田 秋 吉理 事

西都市大字三宅8911番地緒 方 衛監 事

高鍋町大字南高鍋8670番地仲 武 正 憲監 事

住 所氏 名役名

国富町大字本庄2466番地１岩 切 久 佳理 事

国富町大字本庄2515番地２隈 元 昭 二理 事

国富町大字本庄6934番地佐 藤 房 巳理 事

国富町大字本庄4022番地ロ号宮 永 實 和理 事

国富町大字本庄4193番地日 高 資 晃理 事

国富町大字本庄1695番地４福 嶋 進 二理 事

国富町大字宮王丸 335番地２池 田 昭 彦理 事

国富町大字本庄4512番地２岩 切 義 明理 事

住 所氏 名役名

国富町大字本庄2587番地松 原 貞 男理 事

国富町大字本庄2589番地長 友 久理 事

国富町大字本庄2403番地児 玉 悦 明理 事

国富町大字本庄4022番地ロ号宮 永 實 和理 事

国富町大字本庄4193番地日 高 資 晃理 事

国富町大字本庄7015番地１木 下 喜八郎監 事

国富町大字宮王丸448番地郡 政 盛理 事

国富町大字本庄4512番地２岩 切 義 明理 事

国富町大字本庄4267番地岩 切 宏 樹理 事

国富町大字本庄2442番地吉 野 次 義監 事

国富町大字本庄4420番地横 山 一 英監 事

国富町大字本庄2700番地１巣 山 保 男理 事

国富町大字本庄7015番地１木 下 喜八郎監 事

国富町大字本庄2633番地３長 友 芳 樹監 事
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（任期：平成26年３月29日まで）

２ 退任した役員

都市計画法（昭和43年法律第 100号）第29条第１項の規定により

許可した次の開発行為に関する工事は完了した。

平成22年７月26日

宮崎県知事 東国原 英 夫

開発許可を受けた者の

住所及び名称

開発区域又は工区に

含まれる地域の名称

小林市細野1321番地

こばやし農業協同組合

小林市真方字中嶋

4878番４ 外15筆

4878番３の一部

4878番５の一部

4879番４の一部

4892番２の一部

4894番２の一部

4894番５の一部

西都市大字穂北1942番地イ杉 田 正 孝理 事

西都市大字三宅3227番地１児 玉 忠理 事

新富町大字新田 16925番地11安 藝 眞 充理 事

高鍋町大字上江6646番地３大 谷 昇理 事

西都市大字三宅8911番地緒 方 衛監 事

新富町大字新田15240番地１仲 原 稔監 事

人事委員会規人事委員会規則則

木城町大字椎木1003番地３久 保 一 美監 事

住 所氏 名役名

木城町大字川原1250番地黒 木 泰 三理 事 長

新富町大字三納代2103番地２清 孝 二副理事長

木城町大字椎木1793番地１関 谷 幸 市副理事長

高鍋町大字上江2420番地赤 澤 英 徳副理事長

西都市大字三宅8900番地緒 方 一 美副理事長

新富町大字新田8386番地児 玉 佳 之理 事

新富町大字日置1666番地２荒 木 孝 男理 事

新富町大字新田 15181番地１高 山 幸 男理 事

高鍋町大字南高鍋8254番地２松 下 光 男理 事

新富町大字日置1566番地大 坪 鉄 夫理 事

高鍋町大字南高鍋8730番地緒 方 博 俊理 事

木城町大字椎木2242番地１田 中 國 雄理 事

期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成22年７月26日

宮崎県人事委員会委員長 黒 木 奉 武

宮崎県人事委員会規則第21号

期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則

期末手当及び勤勉手当に関する規則（昭和41年宮崎県人事委員会規則第10号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（勤勉手当に係る勤務期間）

第12条 ［略］

２ 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間（外国派

遣職員及び公益的法人等派遣職員にあっては、これらに相当する

期間）を除算する。

（１）～（６） ［略］

（７） 負傷又は疾病（公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公

務員災害補償法（昭和42年法律第 121号）第２条第２項及び第

３項に規定する通勤による負傷若しくは疾病（外国派遣職員の

派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法

第２条第２項及び第３項に規定する通勤による負傷若しくは疾

病を含む。）又は公益的法人等派遣職員の公益的法人等派遣条

（勤勉手当に係る勤務期間）

第12条 ［略］

２ 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間（外国派

遣職員及び公益的法人等派遣職員にあっては、これらに相当する

期間）を除算する。

（１）～（６） ［略］

（７） 負傷又は疾病（公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公

務員災害補償法（昭和42年法律第 121号）第２条第２項及び第

３項に規定する通勤による負傷若しくは疾病（外国派遣職員の

派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法

第２条第２項及び第３項に規定する通勤による負傷若しくは疾

病を含む。）又は公益的法人等派遣職員の公益的法人等派遣条
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例第２条第３項第１号に規定する派遣先団体において就いてい

た業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補

償保険法（昭和22年法律第50号）第７条第２項に規定する通勤

（当該派遣先団体において就いていた業務に係る就業の場所を

地方公務員災害補償法第２条第２項第１号及び第２号に規定す

る勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するも

のに限る。）による負傷若しくは疾病を除く。）に係る休暇の

期間から職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（昭和28

年宮崎県条例第43号。以下「勤務時間等条例」という。）第２

条第５項に規定する週休日、勤務時間等条例第９条の３第１項

の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定

する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第６条

の８に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等（次

号において「週休日等」という。）を除いた日が30日を超える

場合には、その勤務しなかった全期間

（８）～（12） ［略］

例第２条第３項第１号に規定する派遣先団体において就いてい

た業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補

償保険法（昭和22年法律第50号）第７条第２項に規定する通勤

（当該派遣先団体において就いていた業務に係る就業の場所を

地方公務員災害補償法第２条第２項第１号及び第２号に規定す

る勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するも

のに限る。）による負傷若しくは疾病を除く。）に係る休暇の

期間から職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（昭和28

年宮崎県条例第43号。次号において「勤務時間等条例」という

。）第２条第５項に規定する週休日並びに給与条例第６条の８

に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等（次号に

おいて「週休日等」という。）を除いた日が30日を超える場合

には、その勤務しなかった全期間

（８）～（12） ［略］

附 則

この規則は、平成22年８月１日から施行する。

給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成22年７月26日

宮崎県人事委員会委員長 黒 木 奉 武

宮崎県人事委員会規則第22号

給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則

給料等の支給に関する規則（昭和41年宮崎県人事委員会規則第12号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及

び管理職員特別勤務手当）

第11条 ［略］

２ 職員が勤務時間等条例第９条の３第１項の規定により指定され

た時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間

外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る

時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「

次の」とあるのは、「勤務時間等条例第９条の３第１項の規定に

より時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の

」とする。

第12条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手

当及び管理職員特別勤務手当は、前条第１項本文（同条第２項の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定にかかわら

ず、職員が第５条に規定する非常の場合の費用に充てるために請

求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職

員が離職し又は死亡した場合には、離職し又は死亡した日までの

分をその際支給することができるものとする。

第13条 任命権者は、時間外勤務等命令簿を作成し、職員に時間外

勤務、時間外勤務代休時間の勤務、休日勤務（休日勤務手当に関

する規則（昭和48年宮崎県人事委員会規則第７号）に定める日の

勤務を含む。以下同じ。）、夜間勤務及び宿日直勤務を命じた場

合は、そのつど任命権者が指名した者（以下「勤務時間管理員」

という。）にその年月日、職員の氏名、時間外勤務、休日勤務、

夜間勤務又は宿日直勤務の区分別及びそれぞれの手当の支給割合

（その割合が 100分の 150又は 100分の 175である時間外勤務手

当の支給割合にあっては、県給与条例第６条の７第１項第１号に

掲げる勤務（職員の育児休業等に関する条例（平成４年宮崎県条

（時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及

び管理職員特別勤務手当）

第11条 ［略］

第12条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手

当及び管理職員特別勤務手当は、前条本文の規定にかかわらず、

職員が第５条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求し

た場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が

離職し又は死亡した場合には、離職し又は死亡した日までの分を

その際支給することができるものとする。

第13条 任命権者は、時間外勤務等命令簿を作成し、職員に時間外

勤務、休日勤務（休日勤務手当に関する規則（昭和48年宮崎県人

事委員会規則第７号）に定める日の勤務を含む。以下同じ。）夜

間勤務及び宿日直勤務を命じた場合は、そのつど任命権者が指名

した者（以下「勤務時間管理員」という。）にその年月日、職員

の氏名並びに時間外勤務、休日勤務、夜間勤務又は宿日直勤務の

区分別及びそれぞれの手当の支給割合別の時間数（宿日直勤務に

あっては、その勤務１回の時間数）をこれに記入させた上、自ら

押印するものとする。
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例第６号）第15条（育児休業法第17条において準用する場合を含

む。）の規定により読み替えられた県給与条例第６条の７第１項

ただし書又は第２項に規定する７時間45分に達するまでの間の勤

務（以下この号において「７時間45分内勤務」という。）を除く

。）、７時間45分内勤務及び県給与条例第６条の７第１項第２号

に掲げる勤務の別並びに同条第４項の規定の適用の有無の別の支

給割合）別の時間数（宿日直勤務にあっては、その勤務１回の時

間数）並びに時間外勤務代休時間にした勤務の時間数及び当該勤

務の県給与条例第６条の７第５項に規定する減じた割合別の時間

数をこれに記入させた上、自ら押印するものとする。

２ ［略］２ ［略］

附 則

この規則は、平成22年８月１日から施行する。

休日勤務手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成22年７月26日

宮崎県人事委員会委員長 黒 木 奉 武

宮崎県人事委員会規則第23号

休日勤務手当に関する規則の一部を改正する規則

休日勤務手当に関する規則（昭和48年宮崎県人事委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（休日勤務手当の支給される日）

第１条 職員の給与に関する条例（昭和29年宮崎県条例第40号。以

下「給与条例」という。）第６条の８前段の人事委員会規則で定

める日は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（昭和28

年宮崎県条例第43号。以下「勤務時間等条例」という。）第２条

第５項に規定する週休日に当たる勤務時間等条例第４条に規定す

る祝日法による休日の直後の勤務日等（勤務時間等条例第４条の

２に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。）（当

該正規の勤務日が給与条例第６条の８に規定する祝日法による休

日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間等条例第９条の３第１

項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定

する時間外勤務代休時間を指定された日又は次条の人事委員会が

指定する日（以下この条において「休日等」という。）に当たる

ときは、当該休日等の直後の勤務日等）とする。ただし、職員の

勤務時間の割振りの事情により、各任命権者が他の日とすること

について人事委員会の承認を得たときは、その日とする。

（休日勤務手当の支給される日）

第１条 職員の給与に関する条例（昭和29年宮崎県条例第40号。以

下「給与条例」という。）第６条の８前段の人事委員会規則で定

める日は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（昭和28

年宮崎県条例第43号。以下「勤務時間等条例」という。）第２条

第５項に規定する週休日に当たる勤務時間等条例第４条に規定す

る祝日法による休日の直後の勤務日等（勤務時間等条例第４条の

２に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。）（当

該正規の勤務日が給与条例第６条の８に規定する祝日法による休

日等若しくは年末年始の休日等又は次条の人事委員会が指定する

日（以下この条において「休日等」という。）に当たるときは、

当該休日等の直後の勤務日等）とする。ただし、職員の勤務時間

の割振りの事情により、各任命権者が他の日とすることについて

人事委員会の承認を得たときは、その日とする。

附 則

この規則は、平成22年８月１日から施行する。

時間外勤務代休時間の指定に関する規則をここに公布する。

平成22年７月26日

宮崎県人事委員会委員長 黒 木 奉 武

宮崎県人事委員会規則第24号

時間外勤務代休時間の指定に関する規則

（時間外勤務代休時間の指定期間）

第１条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（昭和28年宮崎県条例第43号。以下「条例」という。）第９条の３第１項の人事委員

会規則で定める期間は、職員の給与に関する条例（昭和29年宮崎県条例第40号。以下「給与条例」という。）第６条の７第４項に規定す

る60時間を超えて勤務した全時間に係る月（次条において「60時間超過月」という。）の末日の翌日から同日を起算日とする２月後の日

までの期間とする。

（時間外勤務代休時間の指定）

第２条 任命権者は、条例第９条の３第１項の規定に基づき時間外勤務代休時間（同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。

）を指定する場合には、前条に規定する期間内にある条例第２条第６項から第８項までの規定により勤務時間が割り振られた日（条例第
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４条に規定する休日及び代休日（条例第４条の２第１項に規定する代休日をいう。）を除く。第４条において「勤務日等」という。）に

割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例

第６条の７第４項の規定の適用を受ける時間（以下「60時間超過時間」という。）の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時

間数の時間を指定するものとする。

（１） 給与条例第６条の７第１項第１号に掲げる勤務に係る時間（次号に掲げる時間を除く。） 当該時間に該当する60時間超過時間の

時間数に 100分の25を乗じて得た時間数

（２） 職員の育児休業等に関する条例（平成４年宮崎県条例第６号。以下この号において「育児休業条例」という。）第15条（育児休業

条例第21条第２項において準用する場合を含む。）により読み替えられた給与条例第６条の７第１項ただし書又は第２項に規定する７

時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に 100分の50を乗じて得た時間数

（３） 給与条例第６条の７第１項第２号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に 100分の15を乗じて得

た時間数

（４） 給与条例第６条の７第３項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超

過時間の時間数に 100分の25を乗じて得た時間数

（時間外勤務代休時間の指定単位）

第３条 前条の場合において、その指定は、４時間又は７時間45分（年次休暇（条例第６条第１項に規定する年次休暇をいう。）の時間に

連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時

間数が４時間又は７時間45分となる時間）を単位として行うものとする。

（時間外勤務代休時間を指定する時間帯）

第４条 任命権者は、条例第９条の３第１項の規定に基づき１回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定

する場合には、第１条に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わな

ければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

（時間外勤務代休時間の指定を希望しない申出）

第５条 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないも

のとする。

（60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保）

第６条 任命権者は、条例第９条の３第１項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したもの

であることにかんがみ、前条に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

（雑則）

第７条 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則

この規則は、平成22年８月１日から施行する。

休日の代休日の指定に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成22年７月26日

宮崎県人事委員会委員長 黒 木 奉 武

宮崎県人事委員会規則第25号

休日の代休日の指定に関する規則の一部を改正する規則

休日の代休日の指定に関する規則（平成８年宮崎県人事委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（代休日として指定する勤務日等）

第１条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（昭和28年宮

崎県条例第43号。以下「条例」という。）第４条の２第１項の規

定に基づく代休日（同項に規定する代休日をいう。以下同じ。）

の指定は、勤務することを命じた休日（条例第４条に規定する祝

日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。）を起算

日とする８週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割

り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた条

例第４条の２第１項に規定する勤務日等（条例第９条の３第１項

の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日

を除く。）について行わなければならない。

（代休日として指定する勤務日等）

第１条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（昭和28年宮

崎県条例第43号。以下「条例」という。）第４条の２第１項の規

定に基づく代休日（同項に規定する代休日をいう。以下同じ。）

の指定は、勤務することを命じた休日（条例第４条に規定する祝

日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。）を起算

日とする８週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割

り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた条

例第４条の２第１項に規定する勤務日等（休日を除く。）につい

て行わなければならない。

附 則

この規則は、平成22年８月１日から施行する。
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宮崎県人事委員会告示第４号

有給休暇の承認の基準（昭和28年宮崎県人事委員会告示第１号）の一部を次のように改正し、平成22年８月１日から施行する。

平成22年７月26日

宮崎県人事委員会委員長 黒 木 奉 武

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

人事委員会告人事委員会告示示

宮崎県公安委員会公告第14号

警備業法（昭和47年法律第 117号）第23条に規定する、警備員又

は警備員になろうとする者を対象とする検定を、鹿児島県公安委員

会と共同で、次のとおり実施する。

平成22年７月26日

宮崎県公安委員会委員長 野 中 玄 雄

１ 検定の種別、級及び検定実施日時

※ 当日の受付は、午前８時30分から午前９時までに済ませる

こと。

２ 実施場所

鹿児島市鴨池新町10番１号

鹿児島県警察本部

３ 定員

15人（鹿児島県公安委員会が受付けする受検者を含むものとし

、受付先着順とする。）

４ 受検資格

宮崎県内に住所を有する者又は宮崎県内の営業所に属している

警備員で、次のいずれかに該当するもの

茨 警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規

則第20号。以下「検定規則」という。）第８条第１号に該当す

る者

芋 検定規則第８条第２号に該当する者として、都道府県公安委

員会から施設警備業務に係る１級検定受検資格認定書の交付を

受けているもの

５ 検定申請手続

茨 受付期間、時間

平成22年９月６日（月）から９月17日（金）まで（土、日

実 施 日 時級種 別

平成22年10月23日（土）午前９時から午

後５時ころまでの間

１級施設警備

公安委員会公公安委員会公告告

改正後改正前

承 認 の 基 準原 因

［略］

一の年の７月から９月の期間

内における、職員の勤務時間

、休日及び休暇に関する条例

（昭和28年宮崎県条例第43号

。以下「条例」という。）第

２条第５項に規定する週休日

、条例第４条に規定する祝日

法による休日及び年末年始の

休日並びに条例第４条の２第

１項に規定する休日の代休日

（以下「週休日等」という。

）を除いて原則として連続す

る３日の範囲内の期間

20 職員が夏季における盆等

の諸行事、心身の健康の維

持及び増進又は家庭生活の

充実のため勤務しないこと

が相当であると認められる

場合

［略］

備 考

上記の基準（第20号を除く。）及び別表によって承認する

期間で一定日数で示されているものは、その日数中に週休日

等を含むものとする。

承 認 の 基 準原 因

［略］

一の年の７月から９月の期間

内における、職員の勤務時間

、休日及び休暇に関する条例

（昭和28年宮崎県条例第43号

。以下「条例」という。）第

２条第５項に規定する週休日

、条例第４条に規定する祝日

法による休日及び年末年始の

休日、条例第４条の２第１項

に規定する休日の代休日（以

下「週休日等」という。）並

びに条例第９条の３第１項の

規定により割り振られた勤務

時間の全部について時間外勤

務代休時間が指定された勤務

日等を除いて原則として連続

する３日の範囲内の期間

20 職員が夏季における盆等

の諸行事、心身の健康の維

持及び増進又は家庭生活の

充実のため勤務しないこと

が相当であると認められる

場合

［略］

備 考

上記の基準（第20号を除く。）及び別表によって承認する

期間で一定日数で示されているものは、その日数中に週休日

等及び条例第９条の３第１項の規定により時間外勤務代休時

間が指定された勤務日等を含むものとする。
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を除く。）の午前９時から午後５時まで

芋 検定申請書等提出先

申請者の住所地又はその属する営業所の所在地を管轄する警

察署（郵送による提出は認めない。）

鰯 提出書類

ア 検定申請書 １通

イ 住所地を疎明する書面（宮崎県内に住所を有する者に限る

。）

ウ 当該営業所に属していることを疎明する書面（宮崎県外に

住所を有し、宮崎県内の営業所に属する警備員に限る。）

エ 写真２枚（申請前６月以内に撮影した縦 3．0センチメート

ル、横 2．4センチメートルの大きさの正面、無帽、上三分身

像、無背景で、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

オ 施設警備２級検定合格証明書の写し及び施設警備２級検定

合格証明書の交付を受けた後、当該種別の警備業務に従事し

た期間が１年以上であることを証する書面（検定規則第８条

第１号に規定する者）

カ １級検定受験資格認定書（検定規則第８条第２号に規定す

る者に限る。）

キ 代理人が提出する場合は、申請者の委任状

６ 手数料

検定申請書を提出する際、１６，０００円相当額の宮崎県証紙により

納付すること。

納付された手数料については、受検辞退その他いかなる場合に

も返還しない。

７ 検定の方法

学科試験及び実技試験により行う。

なお、学科試験を実技試験の前に行い、学科試験に合格しなか

った者に対しては実技試験を行わない。

また、実技試験においても、試験途中に合格点に達しないこと

が明らかとなった場合は、その者に対する試験を中断し、以降の

実技試験は行わない。

茨 学科試験の内容

ア 警備業務に関する基本的な事項

イ 法令に関すること。

ウ 警備業務対象施設における保安に関すること。

エ 施設警備業務の管理に関すること。

オ 警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における

応急の措置に関すること。

芋 実技試験の内容

ア 警備業務対象施設における保安に関すること。

イ 施設警備業務の管理に関すること。

ウ 警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における

応急の措置に関すること。

８ その他

茨 受検票は、当日検定会場で交付する。

芋 受検に際しては、筆記用具、室内用運動靴を持参すること。

鰯 この検定の実施に際して収集する個人情報は、この検定に関

する目的以外には使用しない。

允 本件に関する問い合わせは、宮崎県警察本部生活安全部生活

安全企画課警備業係（電話番号0985-31-0110）に行うこと。
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